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１.

「
障
害
者
雇
用
促
進
法
」

と
は

障
害
者
雇
用
促
進
法
と
は
、
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。「
障
害
者
が
、
そ
の
能
力
に
適

合
す
る
職
業
に
就
く
こ
と
等
を
通

じ
て
、
そ
の
職
業
生
活
に
お
い
て

自
立
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
た
め

（
法
１
条
）」、
一
定
規
模
以
上
の

企
業
に
対
し
、
障
害
者
を
雇
い
入

れ
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
な
ど
障

害
者
雇
用
を
推
進
す
る
た
め
に
必

要
な
責
務
を
課
す
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
障
害
者
雇
用
促
進

法
が
規
定
す
る
「
必
要
な
責
務
」

と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
主
な
内
容
は
以
下

の
２
点
で
あ
る
。

�

雇
用
義
務
制
度

「
障
害
者
雇
用
率
制
度
」
と
い

い
、
企
業
に
対
し
、
常
用
雇
用
労

働
者
の
１
・
８
％
に
相
当
す
る
障

害
者
を
雇
用
す
る
こ
と
を
義
務
付

け
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
以
下

の
計
算
式
の
と
お
り
、
常
時
５６
人

以
上
の
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る

企
業
以
上
の
場
合
に
障
害
者
雇
用

義
務
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。

５６
人
（
労
働
者
数
）
×
１
・

８
％
（
法
定
雇
用
率
）

＝

１
・
０
０
８
（
端
数
切
捨

て
）よ

っ
て
、
障
害
者
雇
用
義

務
数
は
１
人
と
な
る

�

納
付
金
制
度

「
障
害
者
雇
用
納
付
金
制
度
」

と
い
い
、
上
記
の
障
害
者
雇
用
率

制
度
で
義
務
付
け
て
い
る
障
害
者

の
雇
用
義
務
数
を
満
た
せ
な
い
企

業
か
ら
、「
障
害
者
雇
用
納
付
金
」

と
し
て
、
不
足
１
人
に
対
し
月
額

５
万
円
を
徴
収
す
る
。
こ
の
納
付

金
を
も
と
に
、
雇
用
義
務
数
よ
り

多
く
障
害
者
を
雇
用
す
る
企
業
に

対
し
て
、「
障
害
者
雇
用
調
整
金
」

と
し
て
、
超
過
１
人
に
対
し
月
額

２
万
７
千
円
を
給
付
し
、
ま
た
、

障
害
者
を
雇
用
す
る
た
め
に
必
要

改正「障害者雇用促進法」を踏まえた
障害者雇用のポイント

改改正正「「障障害害者者雇雇用用促促進進法法」」がが００８８年年１１２２月月にに成成立立しし、、００９９年年４４月月よよりり段段階階的的にに施施行行さされれてて
いいるる。。特特にに、、障障害害者者雇雇用用納納付付金金制制度度のの適適用用拡拡大大ににつついいててはは、、今今回回のの改改正正内内容容のの目目玉玉でで
あありり、、民民間間中中小小企企業業ににもも金金銭銭的的負負担担をを強強いいるるここととかからら、、強強いいイインンパパククトトをを与与ええるるもものの
ととななっってていいるる。。障障害害者者雇雇用用促促進進法法とといいうう法法律律自自体体がが聞聞ききななれれなないいももののでであありり、、日日々々様様々々
なな業業務務にに追追わわれれるる中中でで、、ととももすすれればば後後回回ししににせせざざるるをを得得なないいももののででああっったたかかももししれれなな
いい。。ししかかしし本本改改正正にによよりり、、ままたたＣＣＳＳＲＲのの観観点点かかららもも、、中中小小企企業業ででああっっててももででききるるだだけけ
早早期期にに障障害害者者雇雇用用にに対対すするる方方針針をを固固めめるる必必要要ががああるる。。
本本稿稿でではは、、障障害害者者雇雇用用促促進進法法ととはは何何かか、、改改正正点点をを含含めめおおささららいいををすするるととととももにに、、障障

害害者者をを雇雇用用すするる上上ででのの検検討討ポポイインントトににつついいてて解解説説ししてていいくく。。
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な
施
設
設
備
費
等
に
助
成
し
て
い

る
。な

お
、
本
納
付
金
制
度
は
、
現

行
「
常
時
３
０
０
人
を
超
え
る
労

働
者
」
を
雇
用
す
る
企
業
に
の
み

課
さ
れ
て
い
る
。

２.

障
害
者
雇
用
促
進
法
の

「
改
正
内
容
」
と
は

そ
れ
で
は
、
１０
年
７
月
よ
り
施

行
さ
れ
る
改
正
内
容
は
、
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
上
記
に

て
解
説
し
た
内
容
に
沿
っ
て
、
主

な
ポ
イ
ン
ト
を
紹
介
す
る
。

�

「
雇
用
義
務
制
度
」
の
改
正

点こ
れ
ま
で
、
企
業
の
雇
用
義
務

数
を
計
算
す
る
場
合
に
必
要
な「
常

用
雇
用
労
働
者
」の
カ
ウ
ン
ト
も
、

雇
用
義
務
数
を
満
た
し
て
い
る
か

ど
う
か
判
断
す
る
場
合
の
、「
障
害

者
の
実
雇
用
者
数
」
の
カ
ウ
ン
ト

も
、
原
則
的
に
週
所
定
労
働
時
間

が
３０
時
間
以
上
の
労
働
者
に
限
定

さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
従
来
で

は
、
企
業
が
障
害
者
を
短
時
間
労

働
者
と
し
て
受
け
入
れ
よ
う
と
す

る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
欠
け
て
い

た
。改

正
後
は
、
企
業
の
雇
用
義
務

数
・
実
雇
用
者
数
い
ず
れ
の
計
算

に
お
い
て
も
、
週
所
定
労
働
時
間

が
２０
時
間
以
上
３０
時
間
未
満
の
短

時
間
労
働
者
を
「
０
・
５
人
」
と

し
て
カ
ウ
ン
ト
し
、
計
算
対
象
に

含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

し
た
。

�

「
納
付
金
制
度
」
の
改
正
点

こ
れ
ま
で
、
障
害
者
雇
用
納
付

金
制
度
が
適
用
対
象
と
な
る
企
業

は
、
常
時
３
０
０
人
を
超
え
る
労

働
者
を
雇
用
す
る
、
い
わ
ば
中
堅

企
業
以
上
の
責
務
と
さ
れ
て
い
た
。

改
正
後
は
「
常
時
１
０
０
人
を
超

え
る
労
働
者
を
雇
用
す
る
企
業
」

ま
で
適
用
対
象
企
業
が
拡
大
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。こ
れ
に
よ
り
、

今
ま
で
納
付
金
制
度
と
は
関
わ
り

が
な
か
っ
た
中
小
企
業
に
お
い
て

も
、
そ
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と

な
る
。

例
え
ば
、
常
時
２
１
０
人
の
労

働
者
を
雇
用
し
て
い
る
企
業
の
場

合
、
障
害
者
の
雇
用
義
務
数
は
３

人
と
な
り
、
改
正
後
は
障
害
者
を

雇
用
し
な
い
限
り
毎
年
１
８
０
万

円
を
納
付
す
る
こ
と
に
な
る
。

納
付
金
制
度
改
正
の
背
景
に
は
、

中
小
企
業
に
お
い
て
障
害
者
雇
用

の
改
善
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。

厚
生
労
働
省
に
よ
れ
ば
、
９８
年

時
点
で
障
害
者
の
求
職
件
数
が

７
・
８
万
件
、
就
職
件
数
が
２
・

６
万
件
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
０７

年
で
は
求
職
件
数
１０
・
７
万
人
、

就
職
件
数
４
・
６
万
人
と
、
い
ず

れ
も
増
加
傾
向
に
あ
り
、
全
体
で

は
障
害
者
の
受
入
体
制
が
整
備
さ

図表１ 障害者雇用促進法の主要改正点

障害者雇用納付金制度

常時雇用労働者が、３００人超の
企業を対象とする

常時雇用労働者が、１００人超の
企業を対象とする

２０１５年７月から※

※ただし、常時雇用労働者が「２００人超の企業」は「２０１０年７月」
から実施されることに注意

障害者雇用率制度

企業の雇用義務数及び実雇用
者数のカウントにあたっては、
原則として週所定労働時間が
３０時間以上の労働者を対象と
する

現行に加え、週所定労働時間
が２０時間以上３０時間未満の短
時間労働者も、０．５人として企
業の雇用義務数及び実雇用者
数をカウントする上での対象
とする

２０１０年７月から

現
行

改
定
内
容

実
施
時
期
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れ
て
き
て
い
る
。

一
方
、
１
０
０
〜
２
９
９
人
規

模
の
企
業
に
お
い
て
は
、
障
害
者

の
労
働
者
全
体
に
占
め
る
実
雇
用

率
が
企
業
規
模
別
で
最
も
低
く
推

移
し
て
い
る
な
ど
、
障
害
者
雇
用

の
推
進
が
芳
し
く
な
い
た
め
、
そ

の
底
上
げ
を
図
る
も
の
と
し
て
今

回
の
措
置
に
踏
み
切
っ
た
も
の
で

あ
る
。

な
お
、
今
回
の
改
正
の
主
な
内

容
及
び
実
施
時
期
に
つ
い
て
の
詳

細
は
、
図
表
１
を
参
照
い
た
だ
き

た
い
。

３.

障
害
者
を
雇
用
す
る
上

で
の
検
討
事
項

今
回
の
法
改
正
を
踏
ま
え
て
、

中
小
企
業
が
検
討
す
べ
き
最
も
重

要
な
ト
ピ
ッ
ク
は
、「
そ
も
そ
も
障

害
者
を
雇
用
す
る
か
ど
う
か
」、企

業
と
し
て
の
意
思
を
明
確
に
す
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
仮
に
今
後
、
障

害
者
を
積
極
的
に
雇
用
し
よ
う
と

す
る
場
合
、
図
表
２
の
ス
テ
ッ
プ

に
従
い
検
討
を
重
ね
る
必
要
が
あ

る
。

図
表
２
の
よ
う
に
、
障
害
者
を

雇
用
し
よ
う
と
す
る
に
は
、
い
く

つ
か
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
み
、
受
入

れ
の
た
め
の
イ
ン
フ
ラ
を
整
備
す

る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

法
改
正
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て「
受

身
」
で
障
害
者
雇
用
を
実
施
す
る

と
、
後
々
必
ず
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る

だ
ろ
う
。

考
え
方
と
し
て
、
上
記
の
よ
う

な
受
入
れ
コ
ス
ト
を
費
や
す
の
で

あ
れ
ば
障
害
者
雇
用
納
付
金
を
支

払
っ
た
方
が
安
く
つ
く
、
と
い
う

見
方
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
法

律
で
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
や
む

な
く
受
入
れ
る
と
い
う
受
身
の
姿

勢
で
あ
れ
ば
、そ
の
通
り
で
あ
る
。

そ
の
場
合
障
害
者
を
雇
お
う
な
ど

と
思
わ
な
い
方
が
お
互
い
の
た
め

だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
見
方
が
で
き
る
一

方
で
、
障
害
者
雇
用
を
推
進
し
、

障
害
者
の
受
入
れ
の
た
め
の
整
備

を
き
っ
か
け
に
、
全
社
的
な
評
価

制
度
、
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
及
び
労
務

管
理
の
整
備
へ
と
発
展
し
、
社
内

の
職
務
・
役
割
が
明
確
に
な
り
、

教
育
研
修
制
度
が
整
い
、
障
害
者

の
方
へ
の
指
導
・
教
育
な
ど
実
践

の
場
を
通
じ
、
会
社
全
体
が
大
き

く
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
で
き
た
と
い
う

例
を
た
く
さ
ん
聞
く
。
要
は
意
識

次
第
な
の
で
あ
る
。

障
害
者
雇
用
を
検
討
す
る
際
に

は
、
法
定
雇
用
者
数
を
達
成
す
る

と
い
う
形
式
的
な
基
準
の
み
に
目

標
を
置
く
の
で
は
な
く
、
ハ
ン
デ

ィ
の
あ
る
方
を
受
入
れ
、理
解
し
、

共
に
成
長
し
よ
う
と
す
る
そ
の
過

程
の
苦
労
を
、
閉
塞
し
た
状
態
か

図表２ 障害者雇用のための検討課題

STEP１ 担当職務の検討

・職務の洗い出し

STEP２ 求人・採用選考方法の検討

・求人方法・媒体
・採用対象となる障害の程度
・選考ポイント
・筆記試験・作業テストの有無、内容

STEP３ 労働条件の決定

・雇用形態・勤務時間
・在宅勤務など勤務場所
・フレックスタイム制などの導入
・通院時間など配慮事項の定め

STEP４ 受入れのための事前準備

・バリアフリー化、通勤支援
・従業員への協力要請、障害特性の理解
・緊急時の対応
・社内 LANなど通信手段・環境の整備

STEP５ 教育研修・キャリア形成

・OJT・Off―JT の内容・期間
・キャリアパス

STEP６ その他労務管理・就業規定の検討

・退職・定年・解雇の定め
・休職・復職の定め
・報告・連絡・相談の手順
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TEL（03）3949－4169㈹
FAX（03）5567－1733

銀行管理者法律講座
雨宮眞也／松本恒雄／和田好史 監修

【日本 FP協会継続教育研修認定講座（分野：実務倫理、単位数：AFP７．５単位／CFP１５単位）】

営業店管理者には確固たる倫理観の保持が強く求められています。本講座は、支店長、次長、課長と
いった管理者が最低限知っておかなければならない法律知識を身につけるための必須講座です。

４ヶ月コース、テキスト４冊、レポート４回 定価１７，８００円（税込）

銀行取引管理者養成講座
雨宮眞也／松本恒雄／大平正 監修

金融取引の様々な場面で要求されるコンプライアンスの共通重要事項、金融商品販売の場面で求めら
れる事項、融資取引の場面で求められる事項と金融実務に即してコンプライアンスを学ぶ、金融機関
の初級管理者の必須講座です。

３ヶ月コース、テキスト３冊、レポート３回 定価１３，８００円（税込）

●執筆者紹介

■松澤 隆志（まつざわ たか

し）

社会保険労務士。大手保険会社

を経て現職。採用・退職・労働時

間管理等の人事労務相談、人事労務分野における

管理システムの提案・構築等の労務アドバイザー

に従事。多国籍企業・上場企業における就業規則

の策定、人事制度設計を行っている。

ら
脱
却
す
る
起
爆
剤
に
利
用
し
よ

う
と
す
る
意
気
込
み
が
必
要
で
は

な
い
か
。

４.
障
害
者
雇
用
を
推
進
す

る
た
め
に

障
害
者
を
雇
用
す
る
か
ど
う
か
、

企
業
と
し
て
の
方
針
を
明
確
に
し

て
い
く
た
め
に
は
、
人
事
・
労
務

担
当
者
の
事
前
の
情
報
収
集
や
現

状
分
析
が
欠
か
せ
な
い
。
特
に
初

め
て
障
害
者
雇
用
を
検
討
す
る
企

業
に
つ
い
て
は
、
何
か
ら
手
を
つ

け
て
い
い
の
か
、
ど
こ
か
ら
情
報

収
集
し
た
ら
い
い
の
か
、
ま
っ
た

く
の
手
探
り
で
あ
る
場
合
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
る
。

障
害
者
雇
用
を
初
め
て
検
討
す

る
場
合
、
最
初
に
や
る
べ
き
こ
と

は
、「
障
害
者
就
業
・
支
援
セ
ン

タ
ー
」
な
ど
の
支
援
機
関
や
「
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
の
雇
用
指
導
官
」
に

相
談
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら

支
援
機
関
は
求
職
者
の
紹
介
の
み

に
止
ま
ら
ず
、
初
め
て
障
害
者
を

雇
用
し
よ
う
と
す
る
企
業
に
対
し
、

社
内
に
適
当
な
仕
事
は
あ
る
か
、

安
全
面
の
配
慮
は
ど
う
す
れ
ば
よ

い
か
等
、
障
害
者
雇
用
の
企
画
段

階
か
ら
様
々
な
相
談
に
応
じ
て
く

れ
る
。
連
絡
先
等
は
厚
生
労
働
省

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ま
た
は
厚
生

労
働
省
の
委
託
を
受
け
障
害
者
雇

用
の
促
進
を
担
っ
て
い
る

「A
T

A
R

IM
A

E

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

の
障
害
者
雇
用
支
援
ポ
ー
タ
ル
サ

イ
ト
（http

://w
w

w
.atarim

ae.

jp/index.php.

）で
検
索
で
き
る
の

で
、
ぜ
ひ
参
照
い
た
だ
き
た
い
。


